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第2章 自然と共生し身近な環境を大切にする社会づくり

トワークを拡充し、積極的なＰＲ、地域住民の
協力による総合的なサービスを充実させ、新た
な産業として展開を図る必要があります。

平成 24(2012) 年度には、地域のグリーン・
ツーリズム実践者同士の交流支援や三重県交
流アドバイザー派遣事業などによる実践組織の
レベルアップなどを図ったほか、農山漁村地
域の情報を冊子「三重の里いなか旅のススメ
２０１２」の配布や WEB サイト、メールマガ
ジンなどにより県内外に広く発信するとともに、
受け入れ体制整備等も支援しました。

七里御浜海岸は熊野灘に面し、ほぼ 20㎞にわ
たる直線的に連なる砂礫質海岸で、全国各地で
も問題となっている侵食が著しく進んできてい
ます。

また、悪天候時には波が堤防まで打ち寄せ、
平成９(1997) 年には、井田海岸において堤防が
決壊し、また、平成 16(2004) 年には、同じく
井田海岸において天然護岸となっている部分が
著しい侵食を受けました。

このため、海岸整備事業や災害復旧事業によ
り人工リーフ等の面的防護工法を採用し、砂浜
の侵食防止、海岸線の保全を図っています。

（1）緑化の推進
本県では、みどり豊かな環境の創出を図るた

め、緑化行政を推進しています。三重緑化基金
や緑の募金の収益金により、学校や工場の緑化、
緑化活動を展開する地域の団体を支援している

「公益社団法人三重県緑化推進協会」と協働して、
県民一人ひとりが、自主的に参画する緑化運動
を進めています。

（2）緑の基本計画の推進
   「緑の基本計画」とは、都市計画区域に係る市
町において、具体的な緑の将来像と目標を設定
し、その実現に向けた施策を定めるものであり、
県としてもその策定・改定を推進しています。
なお、「緑の基本計画」の指針となる「三重県広
域緑地計画」については平成 23(2011）年に改

また、平成 13(2001) 年度から始まった森林
環境創造事業により、針広混交林の造成を図る
環境林づくりを県内全域で進めています。

水辺等の自然生態系を保護し、野生動植物の
生息域を確保しつつ事業を進めるため、県内を
17 ブロックに分け、渓流環境整備計画の策定を
行いました。

事業実施にあたっては、当計画に沿った設計
を行い地域特性に配慮した保護・創出を図って
います。

本県では、自然・歴史・文化等地域固有の資
源を生かして観光を楽しむエコツーリズムの取
組を促進しています。平成 24(2012) 年度には、
市町や団体が行うエコツーリズムの取組を支援
するため、鳥羽市エコツーリズム推進協議会な
どへ参加し、エコツーリズム推進法に基づくエ
コツーリズム全体構想認定の申請に向けた議論
を行いました。

グリーン・ツーリズムとは、都市などで生活
する人々が、自然豊かな農山漁村において、そ
の地域の農林漁業を体験したり、自然や文化に
触れるなかで田舎暮らしや地域の人々との交流
を楽しむ余暇活動の一つです。

社会インフラに恵まれない中山間地域におい
ては、グリーン・ツーリズムの推進による都市
住民との交流による販路の拡大、就労の場の拡
大や新たな産業おこし、地域住民の参画による
地域全体の活性化への期待が大きくなっていま
す。

農山漁村地域におけるグリーン・ツーリズム
への取組は近年増加してきており、ふるさと会
員オーナー制度、都市住民との交流、農林漁業
体験、加工体験、木工体験などその内容も多岐
にわたっています。

また、宿泊施設やバンガロー、キャンプ場な
どのアウトドア施設、森林公園や農村公園など
の体験施設の整備も進んでいます。

今後はこれら施設を起点として広域的なネッ
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